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出所 :第218回国有財産関東地方審議会議事録 (2004年6月18日)

公的セクターでの会合、その動きを受けまして、今度は東京都が中心になりまし
て、千代田区、それから地元地権者が集まりまして、昨年の3月から動きが始ま
っております。昨年の1月にこのプロジェクトにのりまして、その2カ月後に大
手町まちづくり推進会議を立ち上げました。この大手町まちづくり推進会議のメ
ンバ=は 、東京都と千代田区と地元の地権者でございますけれども、座長は東京
都の都市整備局の技監ということで、局長の次のナンパー2の方が座長になりま
して、東京都が中心となつてやつてきた。そこで具体的な事業スキームの検討を
開始したわけでございます。
そういう国全体の動き、まさに都市再生本部が主導してきた動き、それを受け

て東京都が中心となつて、まちづくり推進会議の中で千代田区、地元地権者と具
体的なスキームを話し合つていく中で、都市基盤整備公団に事業参加してもらお
うという話になつてきたわけでございます。
そこのところも経緯を簡単に申し上げますと、色々な検討の中で東京都、千代

田区、地元地権者は、この大手町の開発事業、都市再生事業が非常に長期間にわ
たる、非常に大規模なものであるということで、昨年の8月でございますけれど
も、都市基盤整備公団に対しまして、この事業への参画を検討してほしいという
ことで、このまちづくり推進会議から要請をしております。その際には、公団は
コーディネーターとして参画してほしいということでございました。
そして年が明けまして、今年の3月になりまして、公団に対しまして事業その

ものへ参画をしてほしいという要請を、都と千代田区と地元地権者から要請しま
して、最終的に地元地権者と公団が共同して都市計画事業を行うという基本的な
スキームとされました。
公団につきましては、来月7月に都市再生機構ということで独立行政法人に組

織替えされ、都市の再生を担う独立行政法人ということで生まれ変わるわけでご
ざいますけれども、この公団が組織替えされました都市再生機構というところで
何をするかと、法律にも書いてございますけれども、都市再生分野に民間を誘導
していくとされております。
そのための条件整備、環境整備を行うことが都市再生機構、公団が組織替えさ

れた都市再生機構の設立の趣旨とされておりまして、民間と協力してこれを補完
するという、この後に説明いたします事業スキームにつきましては、来月7月か
ら新しく船出する都市再生機構の目的にまさに合致しているものではないかと考
えております。

墨長島義書青爵t冨台ゼ声臭車絆:呂律彗森比あ労暑曇曇拶暴費暑讐れ柵
具体的スキームはどうかということで、この資料のフページを御覧いただきた

いと思います。7ページにこういう横長の表がございます。少し細かい字で恐縮
でございますけれども、表題が 「大手町合同庁舎跡地の処理スキーム」というこ
とで、色々なポイントがござい

1つは、公団と地元地権者が共同で都市計画事業を行うというものでございま
して、右側の方に長い矢印が2つ、ピンク色の矢印が延びておりまして、上のピ
ンク色の矢印が都市再生機構から延びた矢印でございまして、この矢印の上に

と書いてございまして、土地の部分については公団、

角のところに 「

れが民間でござい メ
再

ござい

行」ということで、建物部分をやつていこうということで、公団は土地のところ
を担当する。地元地権者はこの事業会社をもつて、建物部
下て丁研せて都市計画事業と大きな枠組みをこれから長期にわたって連続的、段
階的に動かしていこうというスキームでございます。

それで、先ほど申し上げましたこの事業会社のとこ
づくL いてござい

この 図 で 甲 し上 げます と、

の下に括弧 で 「民 生事業計画の認定事業者」と書いてご

こ の

の

それから、下の五
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ざいますけれども、これは国土交通大臣が認定いたします。国としてここで認定
してウォッチしていく、チェックしていくということでございます。
それから、その下の段、 「市街地再開発事業の施行者」と書いてございまして、

これがまさに建物の更新などを行つていく事業でございます。市街地再開発事業、
これは東京都知事が認可を行う。国がウォッチし、東京都知事の認可のもとに、
民間のまちづくり事業会社がこの建物の更新などの事業を行つていくというスキ
ームでございます。

2つ 目のこの事業のスキームのポイントでございます。それは連鎖的な再開発
ということでございまして、1ページめくっていただきまして8ページでござい
ますけれども、この資料の8ページにポンチ絵を付けさせていただいております
けれども、これは表題に書いてございますが、 「連鎖的な再生事業のイメージ」
ということで項目が3つ書いてございます。
土地区画整理事業、これが公団が行う事業でございますけれども、合同庁舎跡

地を種地として再開発を玉突きでどんどん行つていくということでございます。
2つ 目の項目で、建て替え跡地を利用して次の再開発を行う。連鎖的に継続し

ていくということで、 「第1期事業」と大きな四角で囲つておりますけれども、
これは2回換地がございます。第 1期事業で左の白い矢印で換地とございますけ
れども、2回換地をやる。―番上の換地のところを見ていただきますと、甲番地
というところがございまして、これは合同庁舎跡地でございますけれども、ここ
に公団が土地区画整理事業ということで、乙番地にいる今仮にA、 B、 C社 、真
ん中のブルーのところの敷地を換地いたします。このA社 、B社 、C社 というの
はピンクのビルに今いるわけですけれども、換地を受けて、その換地のところに
2つ 目のビル新築と星が2個付いていますけれども、ここに移ります。まさにこ
の前の土地にA、 B、 C社 が移つてきます。そこでビルが新築されまして、乙番
地にもともとあったビルを解体いたします。これが真ん中の行でございますけれ
ども、ここで新たな種地が生まれてくるということになります。
第1次事業はこういうことで終わりまして、この新たな種地に対して、今度は

中ほどの右側でございますけれども、D、 E、 F社の敷地、公団がこれを換地い
たします。新たな種地に移ってきて、この真ん中の乙番地に今度D、 E、 F社の
ビルを新築するということで、―番下の第2次事業の矢印の下でございますけれ
ども、新しいビルが乙番地にも建つということになります。そうすると、今度は
丙番地のところでビルを解体いたしまして、新たな種地が出てくる。この2回転
するところまでが第1期事業と考えています。その後に第2期事業を始めていく
というスキームでございます。
それで、先ほど上の項目2つまで御説明いたしましたが、項目の3つ 日でござ

いますが、この自抜きで種地がどんどん移つていくわけでございますけれども、
この種地について、項目の3つ 目でございますが、公団と地元出資のまちづくり
事業会社が共同で保有し続けるというスキームになっております。

それで、7ページに戻つていただきまして、この右下のピンクの長い矢印の上
の市街地再開発事業ということで2段 階、平成18年 のところに第1段階再開発
とございます。そして建物を竣工して、平成21年 のところで第2段階再開発。
そこで建物をまた竣工いたしまして、今のところ、平成24年 予定でございます
けれども、ここで第2段階の再開発事業。2回転サイクルが終わるということに
なります。8年計画ということでございます。
それで、先ほど3つ 目の項目で御説明いたしましたけれども、合同庁合の跡地

を公団と事業会社が共同で保有するという枠組みについて、このフページのポン
チ絵で御説明いたしますけれども、7ページの左上に、国がブルーで書いてござ
います。今、合同庁舎跡地の保有をしているわけでございますけれども、この下
の矢印で 「合同庁舎跡 と書いてござい

の前 に、 のところでござい
まして、ここは公団が引き続き持ち続ける。この自抜きの
ついては譲渡する。下の矢印で 「譲渡」とございますけれ
に譲渡していくというスキームになつております。
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非常に長期にわたるということで、事業リスクを公団と民間でリスクシェアリ
ングを行つていこうという基本的な考え方がございます。リスクシエアリングに
当たりましては、再生機構が民業の補完という観点から3分の1を公団が持ち、
3分の2は民間に持つていただくスキームにしようということでございます。
事業を迅速に進めなくてはいけないということで、この

機構が国から合同庁舎跡地を購入して、その後に
ございます。その際、この民間

のと同等の適格性を得ることを条件
としております。要は
ども、それがこの ように

いた しやん とそ こ う`ことで、先ほ
したが、このピンクの括弧書きの小さい字のところで 「民間都市再生事業計画の

と書いてございますけれども、認定事業者になつたら譲渡してもい

がこの 会社に随意契約で売ることも
ヽ

したという 晶板輌を掲発、なぶように、
′
ここそ

それから、跡地持分の譲渡でございますけれども、ちょっと細かい話になりま
すが、この事業会社のところで左側の資産のところを見ていただきますと、 「合
庁跡地の3分 の2の保有 (信託受益権)」 と書いてございますけれども、信託の
受益権という形で譲渡を行うことにしております。

これは地元地権者が設立する事業会社の資金調達に配慮したものでありまして、
こうした事業におきましては一般的な資金調達手段の通常の手法の 1つでござい
ます。
最後に、今後のスケジュールでございますけれども、今後のスケジュールとい

たしましては、本審議会において売却の方向性につきまして御了承いただき次第、
国は、関東財務局におきまして、公団との間で契約条項の詰め等の作業を行いま
す。事業の当事者である公団、地元地権者、東京都等によりまして事業に係る基
本協定、こういつたスキームについてその後基本協定が締結されます。この基本
協定が締結されました後に速やかに、早ければ今年の夏には都市再生機構に対し
て本合同庁舎跡地を売却する予定でござτ司露薦
売却後につきましては、先ほど申し上げましたが、建物の解体工事等を経まし

て、この図にもございますように平成18年 には第 1段階の建物の建設に着工い
たしまして、先ほど申し上げましたけれども、平成24年 を目途に第2段階の、
2サイクルの建物更新を、この2リサイクル含めまして第1期事業と呼んでおり
ますけれども、行われる予定となっております。
私からの説明は、以上でございます。

O中 島会長  ありがとうございました。
ただいまの御説明に対して、御質問、御意見ございましたら、どうかお願いい

たします。
どうぞ。

O玉 置委員  いわゆる何階建という、そういうイメージはどういうふうになるので
しょうか。例えば、40階 とか50階 とか60階 とか、大体高さはそろうと思い
ますが、そのイメージはどんな感じになるのでしょうか。

0豊 岡財務省理財局国有財産業務課長
ことと存じまF
ございません。

O玉 置委員  大体のイメージが出てこないと、判断できないと思いますが。周辺の
最近の新しいビルの高さというのは大体そろっていますが、そういうら、うに考え
てよろしいんですか。
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O春 山管財第2部長  実は今の跡地のところは商業地域でございまして、建ぺい率
が80%、 それから、容積率が700%と なつております。日比谷通りの向う側
は容積率が1,000%と いうことになつておりまして、以前は皇居の中を俯厳さ
せないということで 100メ ー トル規制が皇居周辺にはかかっておりました。

そういうことで、この辺は大体9階建のビルが林立していると思いますけれど
も、いずれ丸の内 れているエリア こヽ 30

つ くつて い ことになろうかと思います。

0中 島会長 どうぞ。

O定 行委員  あえて質問させていただくんですが、これは全て建て替えになるとい
うことなんでしょうか。

O豊 岡財務省理財局国有財産業務課長  これから土地区画整理事業を公団が行つて
まいります際に、換地の要望が出てきて、そこに換地するかどうかをまちづくり
推進会議において東京都と千代田区を入れながら決めていく。中にはまだ築後そ
れほど年数がたつていなくて動く必要もないと思つている民間の方もいらつしゃ
いますでしょうし、そういった全体の流れの中でどういうことになるか。全部が
全部動くというわけではございません。
先ほど申し上げました2回転して第 1段階が終わるというスキームでございま

すけれども、第2期事業をどうするかというのは、第 1期事業をやつている過程
でもって決めていこうという話になつておりますので、そこは現段階で、どこが
動いて、どこが動かないというところは、まだわかりかねるところでございます。

O中 島会長  どうぞ。

O岡 田委員  1つ だけ確認の意味でお教えいただきたいのですが、先ほど、もう既
づくL ここが中心 、まず

スキームを進めていこうと、こういうことでございましたけ打ど葛【死Trどの御
質問にもあるように、このエリアをどのようにしていくかというようなことは、
今のお話を伺うと、新しくできる地元参加の組織、まちづくり会社に委ねるとい
うことでございましたけども、そういう理解でよろしいのでしようか。
それとも、その3月にできた大手町まちづくり推進会議という会議が最終的な

グランドデザインといいますか、このエリアの計画などにも関与し続けるのでし
ょうか。

O豊 岡財務省理財局国有財産業務課長  結論から申しますと、まちづくり推進会議
くヽということでこ

ι

いますけれど に つ 心となっ
て、千代田区、 しながら、まちづくり推進会議において決定
されていくということでございます。

O岡 田委員  そうしますと、実質、座長は東京都の技監がお務めになるということ
でございますから、東京都を主体として国が応援するというようなイメージで進
められるということでよろしゅうございますか。

O豊 岡財務省理財局国有財産業務課長  はい、さようでございます。
それで、もう1つは、 「民間都市再生事業計画の認定事業者」と書いてござい

ますけれども、これがまさに今回のこの国家プロジェクトであります都市再生プ
ロジエクトのもともとの法律でございまして、そこに国土交通大臣が事業者を認
定するということが書いてございまして、国といたしましても、これは国土交通
省ということになりますけれども、国土交通省がこの民間都市再生事業計画の認

の
一卜
一い
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定事業者としての事業会社のこれからのスキームとか意思決定とかにもウォッチ
していくことになります。
ただ、その主体といいますか、一番ウォッチしているのは東京都でございまし

て、それに千代田区も入れて国土交通省も日配りしながらということになります。
それから、こ スキームにつきましては、日

O中 島会長  よろしゅうございますか。
ほかに何かございますでしょうか。
どうぞ。

O真 下委員  将来はこういつた土地利用計画の問題は非常に重要だと思うのですが、
その前に追つてくる問題としまして、本日審議しております公団で土地区画整理
事業として取り組まれる部分でございますけども、本日はその案件の都市の様子
を概観させていただいたわけですが、現実には、土地所有権のほかに例えば地下
の権利関係ですとか、空中権ですとか、あるいは地上権など、いろんな権利関係
が相当漂つていると思うわけです。
加えて最近は、普通の所有権だけではなくて、証券化されたりとか、いろんな

手法が行われておるわけですけども、これだけの大きな都市プロジェクトの中で
公団が一手に引き受けるということですけども、この辺の進め方というのは非常
に重要だと思います。

と同時に、仮にそれが進んだ場合、やはり地権者の方の換地率の問題が、区画
整理事業の場合、一番問題です。これらの進め方について何か腹案ございますで
しょうか。

O豊 岡財務省理財局国有財産業務課長  総理を本部長としたプロジェクトというこ
とで、今までも、先ほど申し上げましたが、定期的に再生本部に財務省も国土交
通省も、都も千代田区も非常に力を入れていまして、都の都市整備局長が自ら出
てきておりまして、そういう面できちつとウォッチしていこうと。そういう話の
中で出てきましたのが先ほどの民間都市再生事業計画の認定事業者にして、国と
しても引き続きウォッチしていこうと。この案件につきましては、内閣の綱
生本部も、ほかのいるんな案件もフォローアップしていますけども、よりそのフ
ォローアップをきちつとやつていかなくてはいけないだろうという認識はまさに
ございまして、国といたしましても、譲渡の一部転売スキームもございますので、
売った後もきちっとウォッチしていかなくてはいけないということは思つており
ます。

で著与撃τtttな糸ζヤt、言先ななh避琴警蔓響埋聾罐導毒奨混需罐鱗鋼議努翌:
なければいけないんだろうという認識は、政府関係者―同持っておるところでご
ざいます。

O中 島会長  よろしゅうございますか。
何かほかに。どうぞ。

O岡 田委員  5ペ ージの地図で、本日はこの赤い枠の1号館、2号館の売却を審議
しているかと思いますが、先ほどの第1段階、第2段階、この黒枠が第1区画と
いう御説明ですが、この図面で第1段階、第2段階というのをエリアで御説明を
いただくことはできますでしょうか。

O豊 岡財務省理財局国有財産業務課長  今回の区画整理事業が、今御質問ございま
した8ページのサイクルで回るわけでございますけれども、最初にこの合庁の跡
地に一体誰が入つてこられるのか、移転する方についてはまだ決まっていないわ
けでございます。
実はきのう、まちづくり推進会議が開催され、そのまちづくり推進会議に財務
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、その会議におきまして、経団連と日経新聞と」A

今後、このまちづくり推進会議におきまして、この換地の申し出についてどう
考えるのかということを決定していく運びになります。

この一番下の次の2つ 目のサイクルですが、ここにつきましては今後検討とい
うことで、まだ換地の申し出はないようでございます。とりあえずはこの3者か
ら換地の申し出がなされているというところでございます。

O岡 田委員  ありがとうございました。

O中 島会長  ほかにございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、ほかに御質問、御意見ございませんようですので、諮問どおり決定

したいと存じますが、よろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

O中 島会長  ありがとうございました。それでは、諮問どおり決定いたします。

報告事項
1 国有財産関東地方審議会答申案件の処理状況に関する報告
2 「大口返還財産の留保地」答申のフォローアップ

O中 島会長  続きまして、報告事項ですが、2件 ございます。最初の報告事項の説
明をお願いします。

O石 川管財第1部長  管財第1部長の石川でございます。よろしくお願いいたしま
す。

まず、報告事項の1といたしまして、お手元に資料を横長の紙で配らせていた
だいておりますが、国有財産関東地方審議会答申案件の処理状況に関する報告で
ございます:こ の表に従いまして説明させていただきたいと思います。
この報告につきましては、昭和53年 6月に開催されました当審議会におきま

して、答申をいただきましてから5年 を経過いたしまして未処理となっている案
件につきましては、原則白紙に戻しまして改めて諮問する、あるいは事案の性質
上、自紙に戻せないものにつきましては、了解をいただいた上で処理するという
扱いが決定されたところでございます。

この決定を受けまして、毎年、年度当初の審議会におきまして、過去5年間の
処理状況を報告させていただいているものでございまして、今回は、平成11年
度以降に御答申をいただいたものにつきまして、まとめさせていただきました。

この表にございますとおり、平成11年 度に答申をいただきまして5年 目を迎
えます案件は20件 でございます。これにつきましては、全て答申どおり処理さ
せていただきました。

なお、御参考までに、平成12年 度以降につきまして、51件 の答申案件中、
48件 処理済みとさせていただいております。残り3件につきましては、いずれ
も前回、本年の3月 でございますけども、審議会でお諮りした案件でございまし
て、現在、答申のとおり事務手続を進めさせていただいているところでございま
す。
なお、平成15年 6月開催の第215回 審議会におきまして、答申案件の処理

状況を報告させていただきましたが、その際に、定量的な報告だけではなく、定
性的なフォローアップが必要であるという御提案をいただいたところでございま
す。処理案件のうち、最近供用開始されたものにつきまして、比較的規模の大き
なものということで御紹介させていただきたいと思います。
それは、平成 13年 2月に開催されました208回 審議会におきまして御答申
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